
「鳥取県高校生等奨学給付金」 

令和３年度新入生のうち新型コロナウイルス感染症 

による家計急変世帯に対する一部早期給付の申請について 

 
 
 新入生のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年４月までに家計が急変し、給付の対象とな
る世帯で一部早期給付（４～６月分相当額）を希望される世帯は、必要書類を期限までに提出してくださ
い。 
 なお、全額給付を受ける場合は、７月に２回目（７～３月分相当額）の申請が必要になります。 
 
 

〇対象となる世帯  

次の要件すべてに該当する世帯で、一部早期給付を希望される世帯です。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者等の収入が「道府県民税所得割及び市町村民税所

得割が非課税」の世帯に相当すると認められる世帯 

② 保護者、親権者等が鳥取県内に在住 

③ 就学支援金支給対象である学校（高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、高等学校専攻科

等）に在学する新１年生がいる世帯 

※特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒は除きます。 

 

 

〇提出書類  

期限までに次の書類を提出してください。※申請者は高校生等の保護者等です。 

道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税相当である世帯 

（１）鳥取県高校生等奨学給付金受給申請書（様式第１－４号） 

（２）保護者全員分の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できる書類（写し可） 

   ①保護者の家計急変の発生事由を証明する書類 

・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出など 

   ②家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類 

（家計急変前）・課税証明書の写し等 

（家計急変後）・会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成

した証明書類、収支見込内訳書（自営業の場合）など 

   ③扶養人数の分かる書類 

・扶養親族の記載が省略されていない保護者全員分の令和２年度の課税証明書等 

   ※控除対象配偶者や無職の場合であっても、税の申告をした後の課税証明書等でなければ

受付できません。 

（３）在学等証明書（様式第４号） 

   ※令和３年４月１日時点の在学を証明する書類。学校の発行する様式でも可。 

（４）対象となる新１年生の生徒及び当該世帯に扶養されている１５歳（中学生を除く）以上  

２３歳未満の兄弟姉妹全員の健康保険証の写し（被保険者等記号・番号等にマスキングを

施したもの） 

 

 

○提出期限・提出先 

令和３年６月３０日（水）までに県育英奨学室へ提出してください。 

 

 

○問合せ先 

 鳥取県教育委員会事務局人権教育課 育英奨学室 

  電 話：０８５７－２６－７５４１ 

  メール：jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp 

  

鳥取県教育委員会 

からのお知らせ 

県外高校用 



 
 

 

 

 

 

給付額について（年額）

国公立 私立 国公立 私立

（注２）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。

非課税世帯（第２子） １４１，７００円 １５０，０００円

（注１）　特別支援学校の高等部は対象外です。また、条件によっては給付対象とならない場合があります。

４８，５００円 ５０，１００円

非課税世帯（第１子） １１０，１００円 １２９，６００円
４８，５００円 ５０，１００円

高校生等は平成２６年４月１日以降に高等学校等就学支援金対象校に入学しましたか？　（注１）

保護者（注２）の居住地は鳥取県ですか？

４月１日現在、学校に在籍してますか？

新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者全員の「道府県民税所得割額
及び市町村民税所得割額」が非課税相当となりますか？

全日制・定時制 通信制 専攻科

国公立 私立

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

高校生等奨学給付金 対象確認シート

該当しません

居住地の都道府県にお問合

せください

該当しません

該当しません

高校生等奨学給付金の対象となりますので、申請書や必要書類について提出してください。

「非課税世帯」で、通信

制の高校生等について

は「通信制」の給付額、

専攻科の高校生等につ
いては「専攻科」の給付

額、それ以外に高校生

等がいる場合は、「第２

子」の給付額です。

「非課税世

帯」で、「第２

子」の給付額

です。

YES NO

YES

YES

YES

YES

YES

高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の

兄弟姉妹がいますか？

NO

NO

YES NO

複数の高校生等がいますか？

「非課税世帯」で、１人目の高校生等

は「第１子」、２人目以降の高校生等

については「第２子」の給付額です。

「非課税世帯」で、「第１

子」の給付額です。

NO

NO

NO



 

 

申請日 令和 ３ 年 ６ 月 ２０ 日   

鳥取県知事 様 

 

令和３年度鳥取県高校生等奨学給付金受給申請書（新型コロナウイルス感染症による家計急変） 
 

私は、鳥取県高校生等奨学給付金の受給を申請するにあたり、次のことに同意します 

ア 生活保護の生業扶助の受給状況について、居住している市町村を管轄する福祉事務所等へ事実確認するこ

と。 

イ 申請の対象となる高校生等が在籍する高等学校等での教育活動に必要な経費に未納があり、学校長が必要と

認めるときは、その受給を学校長が代理して行い、未納額に充てること。 

ウ 申請内容や添付資料等を偽り、又は鳥取県以外の都道府県に高校生等奨学給付金の申請を重ねて行う等の不

正請求により受給した場合は、鳥取県の求めに応じ全額を即時返還することとなることを承知していること。 

 

１ 【申請者（保護者等）】申請者は原則、高校生等の保護者等で、保護者等がいない場合は本人とします。 

申 請 者 住 所 

〒680-9999 

 

鳥取市○○町１－１ 

△△マンションＡ号 
 

ふ り が な   とっとり はるお 

申 請 者 

氏 名 鳥取 春男 

電 話 番 号   0857-11-1111 

高校生等との
関係 

☑親権者 □未成年後見人 □未成年後見人である里親 □主たる生計維持者 
□本人 □その他（                     ） 

申 請 区 分 に
係る誓約 

５【世帯員の状況】に記入した丸印のある者については、私が扶養しています。 

また、私の世帯は次の☑した区分に該当することを誓約します。 

                  申請者氏名：   鳥取 春男        

 

（↓必ず☑を記入してください。） 

 

☑ 令和３年４月１日現在、家計急変により道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課

税相当であり、かつ、生活保護法による生業扶助を受けていません。 

 

 
２ 【対象となる高校生等】 

ふ り が な とっとり たろう 生年月日 平成 １７ 年 ４ 月 １０ 日生 

生 徒 氏 名 鳥取 太郎 在籍学年 第    １  学年 

現在の 

学 校 

名 称 （ 国 ・ 都道府県 ・ 私 ）立   ○×高等                学校 

区 分 
学校種： 高等学校 ・ 中等教育校 ・ 高等専門学校 ・ 専修学校 ・ 各種学校 

課 程： 全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 ・ 専攻科 

住 所  ○県○市○町○-○ 

期 間 
令和３年 ４ 月 １ 日～ 

  年  月  日 

給 付 金 

受給回数 
０回 ・ １回 ・ ２回 ・３回 ・ ４回 ・ 不明 

過去に 

在籍し 

た学校 

名 称 学校  課程 全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 ・ 専攻科 

期 間 
  年  月  日～ 

  年  月  日 
給 付 金 

受給回数 
０回 ・ １回 ・ ２回 ・３回 ・ ４回 ・ 不明 

 

３ 【振込口座】給付金の振込先は、原則、申請者の普通預金口座とします。 

金 融 機 関 名 
 

支 店 名 
△△      支店・出張所  

本所・支所  
支店コード １ １ １ 

預 金 種 別 普通 
口 座 番 号 

（右詰め７桁） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

口座名義（カタカナ） ト ツ ト リ  ハ ル オ        

※ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの振込用の店名（漢数字）及び口座番号（７桁）を記入してください。 

○×       銀行・金庫・組合 

様式第１－４号（県外家計急変者用申請書） 記入例 
日付 

１ 

以下の申請要件に該当していますか？ 

■ ①高等学校等に在学している者の保護者等であること 

＜保護者等とは＞ 
高校生等の親権を行う者（児童相談所長、児童福祉施設長を除く）又は未成年後見人（財産の権限
のみを行使する者を除く）。 
親権者、未成年後見人がいない場合は、主たる生計維持者、高校生等本人の順とします。 

■ ②保護者等が鳥取県内に住所を有すること 

■ ③保護者等の収入が「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税」の世帯に相当すること 

■ ④高校生等が児童入所施設等(母子生活支援施設を除く)に入所、又は里親に養育されていないこと 

■ ⑤過去に高等学校等を卒業又は修了した者でないこと 

２ 
■ 過去に在籍した高等学校等がある場合、内容を記入しましたか？ 

３ 
■ 通帳に記載されている支店名と支店コードを記入しましたか？ 
■ 申請者（１で記入した方）と同じ名義人名の口座が記入されていますか？  
■ ゆうちょ口座の場合は、他の金融機関からの振込に使用する店名（漢数字３桁）、
口座番号（７桁）を記入しましたか？ 



 

４ 【申請区分】該当する申請区分（太枠部分）に○をしてください。 

番
号 

世帯区分 
給付 
金額 

申請 
区分 

添付書類 

１ (全日制課程) 

(定時制課程) 

道府県民税所

得割額及び市

町村民税所得

割額非課税世

帯 

番号２、３及び４に該当し

ない世帯 

国公立 84,000円  ・対象となる高校生等

の健康保険証の写し 

・家計状況の確認書類 私 立 103,500円  

２ 

15 歳（中学生を除く。）以上

23 歳未満の扶養されている

兄弟姉妹がいる第２子以降

の対象となる高校生等がい

る世帯 

国公立 129,700円  
・対象となる高校生等

及び 15歳（中学生を除

く。）以上 23 歳未満全

員の健康保険証の写し 

・家計状況の確認書類 
私 立 138,000円 ○ 

３ 

(通信制課程) 

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額

非課税世帯 

国公立 36,500円  ・対象となる高校生等

の健康保険証の写し 

・家計状況の確認書類 私 立 38,100円  

４ 

(高等学校等専攻科) 

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額

非課税世帯 

国公立 36,500円  ・対象となる高校生等

の健康保険証の写し 

・家計状況の確認書類 私 立 38,100円  

※通信制の高等学校等及び高等学校等専攻科に通う高校生等を含む複数の高校生等がいる場合には、通信制の

高等学校等に通う高校生等は番号３の区分で、高等学校等専攻科に通う生徒は番号４の区分で申請し、通信

制及び高等学校等専攻科以外の高校生等は、番号２の区分で申請してください。 

※７月２日以降に家計が急変した者は、上記給付金額について、原則、申請のあった翌月以降の月数に応じて

算定した金額を給付します。 

※新入生の前倒給付の場合の４～６月分相当額は上記給付金額の 1/4 を給付します。７～３月分相当額につい

ては２回目の申請状況で判定した上記給付金額から４～６月分相当額を差し引いた額を給付します。 

 

 

５ 【世帯員の状況】本人とは、申請の対象となる高校生等のことです。 

 
扶養の 

有無 
続柄 氏 名 生年月日 職業・学校名・学年 

給付金の申請の有無 

（高校生等のみ記入） 

対 象 の 

高 校 生 等 
○ 本人 鳥取 太郎   有 

保 護 者 等 

 父 鳥取 春男 S○.○.○   

 母 鳥取 夏子 S○.○.○   

1 5 歳以上

23歳未満の 

兄 弟 姉 妹 

(中学生を除

く。) 

○ 兄 鳥取 秋生 H○.○.○  大学・２年 □有  □無 

○ 姉 鳥取 冬子 H○.○.○ 鳥取高校・３年 ☑有  □無 

     □有  □無 

※申請者（保護者等）が扶養している者について、「扶養の有無」欄に、○印を記入してください。 

※兄弟姉妹の中で、今年度の本給付金に申請している者がいる場合は、有に☑をしてください。 

 

６ 【添付資料の確認】次の書類を添付したか確認し、☑をしてください。 

☑ 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類、家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類等 

□ 家計状況の確認書類に県外市町村の発行するものを添付する場合は、基準日以降の住民票の写し。 

☑ 健康保険証の写し（【世帯員の状況】欄に記載した本人及び兄姉弟妹全員分） 

□ 申請者の氏名と振込口座の名義が異なる場合は、申請者と口座名義人が署名した委任状。 

☑ 在学等証明書（様式第４号） 

４ 

５ 
■ 高校生等本人と保護者等は必ず全員記入し、高校生等本人の健康保険証の

写しが添付されていますか？（生活保護受給者を除く） 

 

■ 高校生等本人に 15 歳（中学生を除く）以上 23 歳未満の扶養されている兄

弟姉妹がいる場合は全員を記入し、高校生等本人と兄弟姉妹全員の健康保険

証の写しが添付されていますか？ 

┗大学進学などで別居の兄姉であっても、同一生計であれば記入・添付して

ください。 

（上記以外の祖父母、中学生以下の弟妹、その他の同居者等は記入不要です） 

■ 道府県民税所得割及び市町村民税所得割額非課税世帯（１又は２）の場合、

高校生等本人の「第１子」、「第２子以降」の申請区分を確認しましたか？ 


